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国 際 関 連 情 報 国際会議等

Ⅰ．はじめに

　会計基準設定主体国際フォーラム（Interna-
tional Forum of Accounting Standard Set-
ters：IFASS）は、各国会計基準設定主体及び
その他の会計基準に関連する諸問題に対する関
心の高い組織による非公式ネットワークであ
り、元カナダ会計基準設定主体の議長であり元
国際会計基準審議会（IASB）メンバーである
トリシア・オマリー氏が議長を務めている。毎
年、春秋の 2回、会合が開催される。
　今回の会議は、2014 年 3 月 6 日と 7 日の 2
日間にわたりインドのデリーで開催された。参
加者は、英国、ドイツ、フランス、イタリア、
ノルウェー、スペイン、オーストラリア、
ニュージーランド、日本、韓国、香港、シンガ
ポール、インド、米国、カナダ、メキシコ、南
アフリカ、シエラレオネなどの各基準設定主体

からの代表者に加えて欧州財務報告諮問グルー
プ（EFRAG）からの代表者及びその他の地域
グループの代表者、国際公会計基準審議会
（IPSASB）からの代表者など総勢 71 名であっ
た。IASB からはイアン・マッキントッシュ副
議長、アラン・テシイラシニア・ディレクター
他が参加した。
　企業会計基準委員会（ASBJ）からは、西川
委員長（当時）、小賀坂副委員長、関口常勤委
員が出席し、太田専門研究員がオブザーバーと
して参加した。なお、本文中の意見に関わる箇
所は、筆者の個人的な見解であることをあらか
じめお断りする。

Ⅱ．今回の会議の概要

　今回の会議は、次の予定表に沿って行われ
た。

2014年上期　会計基準設定主体
国際フォーラム（IFASS）会議報告
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No 議　題 担　当

2014 年 3月 6日

1 IASB ワークプラン及び IFRS 財団の最近の状況について

⑴　プロジェクトの状況に関する議論 IASB、カナダ1
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1 　本報告書中、便宜的に、国名を各国基準設定主体を指すものとしている。

⑵ 　解釈及び適用ガイダンス、年次修正プロセスにおける問
題を含む判断規準に関する報告

ドイツ、IASB

2 メンバーによるプロジェクトの報告

⑴　財務報告における事業モデルの役割 EFRAG、フランス、英国

⑵　のれんの減損及び償却に関するプロジェクト EFRAG、日本、インド、イタリア

3 国際公会計基準審議会からのアップデート IPSASB

4 概念フレームワーク

⑴　概念フレームワークの役割と目的 ニュージーランド

⑵　財務業績計算書での表示と測定との関連 米国財務会計基準審議会（FASB）

⑶　開示に関する取組み IASB

5 ベスト・プラクティス・ステートメントの更新 IFASS 議長

⑴　IASBと会計基準設定主体との協力関係

⑵　IFASS 憲章

2014 年 3月 7日

6 IASB による主要なアジェンダに関する近況報告（ブレーク
アウトセッション）

IASB

⑴　リース

⑵　金融商品

⑶　開示に関する取組み

7 時事的な問題

⑴　割引率 ドイツ

⑵　IFRS 第 11 号「共同支配の取決め」適用上の課題 イタリア

⑶　マクロヘッジ活動の会計処理 オーストラリア

⑷　国際競争入札の下での組込デリバティブの分離 インド

⑸　持分法：測定基礎なのか一行連結なのか？ EFRAG

8 地域グループからの報告
・アジア・オセアニア会計基準設定主体グループ（AOSSG）
・欧州財務報告諮問グループ（EFRAG）
・ラテンアメリカ会計基準設定主体グループ（GLASS）
・全アフリカ会計士連盟（PAFA）

各地域グループ

9 メンバーによる新たなプロジェクト

⑴　キャッシュ・フロー計算書 英国

⑵　年次報告の複雑性 EFRAG
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1．IASBワークプラン及び IFRS財団の最近
の状況について
⑴　プロジェクトの状況に関する議論
　カナダ会計基準審議会（AcSB）から、IFRS
財団のトラスティーの戦略及びガバナンス、
IASBの作業計画について説明がなされた。
　IASB の作業計画に関しては、リース、収益
認識、IFRS 第 3 号「企業結合」の適用後レ
ビュー、概念フレームワークなどの各プロジェ
クトの状況が説明された。参加者と IASB との
質疑応答等の概要は次のとおりである。
（リース）
　リースについては、IASB のマッキントッ
シュ副議長から、貸手サイド、借手サイドいず
れも論点が絞り込まれており、2014 年末まで
に最終基準化する方向で検討している旨の説明
があった。
（収益認識）
　参加者から、組成が予定されている移行支援
グループの位置づけやガバナンスなどについて
の質問があった。これに対して、IASB のマッ
キントッシュ副議長と FASB のリンズマイ
ヤー理事は、次のように回答した。
・移行支援グループの組成の意図の 1つは、現
行基準の下での解釈を極力変更しないように
独自の解釈が公表されることを防ぐことであ
る。
・移行支援グループは意思決定機関ではない。
・可能な限り透明性を確保するため、現在
デュープロセス監視委員会と話し合いを持っ
ており、web で会議を視聴可能とすること
等が検討されている。
・米国公認会計士協会（AICPA）も産業ごと

のガイダンスを公表することを予定している
が、全体を統括する委員会により、これらの
解釈を整合させる取組みを行うことが予定さ
れている。

（IFRS第 3号の適用後レビュー）
　IFRS 第 3 号の適用後レビューに関しては、
IASB のシニア・ディレクターから、主に次の
説明がなされた。
・企業結合の取得費用や NCI との取引に関わ
る会計処理等に関しては、当初想定されてい
たほど大きな問題として関係者からフィード
バックを受けておらず、他方、のれんに関し
ては、償却や減損テストの適用方法などは、
何度も議論がなされている。

・適用上の懸念が大きい論点が特定されたとし
ても、適用後レビュー後、それがすぐにア
ジェンダに追加されて修正のためのプロジェ
クトが開始されるものではなく、アジェンダ
に追加されるか否かはアジェンダ・コンサル
テーションの結果等を受けて決定される。

（概念フレームワーク）
　IFASS 議長から、概念フレームワークの完
了予定ついての質問があった。これに対して、
IASB のマッキントッシュ副議長は、次のよう
に回答した。
・すべての章を書き換えることを意図しておら
ず、概念フレームワークの改訂を 3年で終了
するという当初の予定を守るつもりである。

・IASB は、特に測定と表示に関しては、より
多くの議論が必要であると認識している。

⑶　資本提供者による情報の利用 EFRAG

10 社会及び経済発展への会計基準の貢献：機会と脅威 シエラレオネ

11 IFASS 会議の運営について IFASS 議長
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⑵　解釈及び適用ガイダンス、年次修正プロセ
スにおける問題を含む判断規準に関する報告
　ドイツ会計基準委員会（DRSC）から IFRS
の修正に関する最近の状況について説明があっ
た。DRSC の代表者は、主に、IFRS 解釈指針
委員会の活動に関連し、主要な改善と主要でな
い改善・解釈指針等がいつ行われるかが明確で
ない点を指摘した。また、多くの参加者から、
IFRS 解釈指針員会へのリクエストに対して十
分な対応が取られていないとの意見が示され
た。
　この点、IASB のシニア・ディレクターか
ら、IFRS 解釈指針員会は実務の適用にばらつ
きがあるかどうかを重要視しており、事実と状
況に基づいて判断が求められる事項や、まだ適
用されていない又は適用間もない基準について
の解釈の相違、ある法域の法制度等に関連する
特有の事項などに関しては、IFRS 解釈指針委
員会から解釈を出すべき事項とは考えていない
旨の発言があった。これに対して、参加者か
ら、次の発言があった。
・IFRS 解釈指針員会は、事実と状況に基づい
て判断が求められる事項であっても、監査
人、規制当局と作成者間で判断が分かれてい
る事項があれば、どのような点に基づいて判
断を行うことが適切なのか等について解釈を
出すべきである。（EFRAG）
・法域特有の事項に関しては、IFRS 解釈指針
員会が解釈を示さなければ、各法域でガイダ
ンスを出すことを検討することとなり、
IFRS 解釈指針員会の解釈と各法域でガイダ
ンスとはトレードオフの関係にある。（IF-
ASS 議長）
　他方、フランスから、IASB や IFRS 解釈指
針員会が多くの狭い修正や解釈により個別に対

処するよりは、基準の修正を中止する期間を確
保するとともに、次のアジェンダ・コンサル
テーションまで待ちより幅広いプロジェクトで
対応するかどうかを決定した方が良いという意
見も聞かれた。
　その他、複数の参加者から IASB が行うアウ
トリーチの実施方法について改善を求める意見
が寄せられた。
　ASBJからは、アウトリーチの結果を IASB
へ報告することは各国基準設定主体にとって義
務ではないため、対応が難しければ対応する必
要がない旨をコメントしたほか、アウトリーチ
から会計基準設定主体が学べることが多くある
旨の発言を行った。

2．メンバーによるプロジェクトの報告
⑴　財務報告における事業モデルの役割
　EFRAG は、2013 年 6 月に、Bulletin「より
良いフレームワークを目指して─事業モデルの
役割2」（以下「本 Bulletin」という。）を公表
している3。
　今回の IFASS 会議では、EFRAG は、本
Bulletin の内容を説明した上で、IASB のディ
スカッション・ペーパー（DP）「概念フレーム
ワーク」に記載されている事業モデルの役割に
対する EFRAGの見解を説明した。EFRAGの
説明の概要は次のとおりである。
・本Bulletin では、事業モデルを、価値創造プ
ロセス（企業がどのようにキャッシュ・フ
ローを生成するか）と最も関連性があるもの
として取り扱っている。

・事業モデルは財務報告において、認識、測
定、表示及び開示に関して役割を果たすべき
であり、概念フレームワークに記載されるべ
きである。

2　原文は以下を参照。http://www.efrag.org/files/EFRAG%20Output/131218_Business_Model_Research_
Paper.pdf
3 　コメントは 2013 年 9 月 30 日に締め切られている。
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・IASB の DP に関しては、EFRAG は、資産
が将来キャッシュ・フローにどのように貢献
し、負債がどのように決済されるかを決定す
る際に、事業モデルを考慮に入れるべき旨を
概念フレームワークに記載するべきであると
考えている。
　EFRAG の説明に対して、ASBJからは、事
業モデルが概念フレームワークにて定義可能か
どうかについては懐疑的であるが、会計単位と
測定に関して事業モデルが重要となると考えら
れ、特に測定については未実現利益を純損益に
より表示するのかどうかを決定する際に、事業
モデル（広義）の考え方を考慮に入れることは
重要である旨の発言を行った。
　FASBからは、概念フレームワークの忠実な
表現や認識に関して、事業モデルの記述の必要
性については疑問であり、測定に関しても未実
現損益の表示に事業モデルが必ずしも必要では
ないと考えている旨の発言があった。

⑵　のれんの減損及び償却に関するプロジェク
ト
　ASBJ、EFRAG、イタリア会計基準委員会
（OIC）（以下「リサーチ・グループ」という。）
は、共同で行っているのれんの償却及び減損に
関するリサーチについて説明を行った。
　このプロジェクトは、金融危機において、の
れんの減損が適時に認識されなかったという指
摘や、のれんの減損に関する開示が十分でな
かったという指摘がされたことを踏まえ、OIC
が EFRAG と開始したプロジェクトであり、
ASBJは、2012 年秋の IFASS 会議にこのプロ
ジェクトに参加した。その後、のれんの事後の
会計処理に関して、EFRAG と OIC が国際的
に市場関係者に対する調査を行い4、また、

ASBJが日本国内の市場関係者に対して調査を
行った5。2 つの調査によると、見解は分かれ
ているものの、現行ののれんの減損テストにつ
いては改善の余地があることが示されたほか、
のれんの償却を廃止したことが未だに議論と
なっていることが示された。
　今回の IFASS 会議では、リサーチ・グルー
プから、市場関係者に対する調査結果を踏まえ
て、のれんの事後の会計処理に関して次の 3つ
の観点から代替的な改善案について報告がなさ
れた（なお、下記 3つの代替的な改善案は相互
排他的なものでない。）。
・減損テストに加えてのれんの償却を再導入す
る。

・減損テストに関する現行のルールを改善す
る。

・IAS 第 36 号で要求されている開示要求を改
善する。

　リサーチ・グループからは、のれんの会計処
理に関する歴史的経緯を踏まえた上で、のれん
の償却を再導入することが妥当であるという見
解、及び、のれんの償却を復活させることな
く、減損テストの改善と開示要求の改善によっ
て指摘されている課題への対処は可能であると
いう見解の双方について報告がなされた。
　これに対して、スペインから、のれんの償却
について EU 会計指令が改訂され、また、
IFRS for SMEs でも償却期間についての修正
提案がなされていることを踏まえると、議論を
行うには良いタイミングであると考えられる旨
の発言があった。また、他の参加者からは、の
れんの会計処理に関して次の見解が示された。
・のれんは、ステュワードシップの観点からは
償却すべきであると考えられるが、利用者に
対する意思決定有用性の観点からは、償却す

4　原文は以下を参照。http://www.efrag.org/files/EFRAG%20public%20letters/IFRS%203%20PIR/Feedback_
statement_goodwill.pdf
5 　原文は以下を参照。https://www.asb.or.jp/asb/asb_ j/press_release/domestic/sme21/sme21.pdf
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べきとはいえないと考えられる。（英国）
・リサーチペーパーでは、のれんの価値関連性
に関する学術研究に触れられているが、無形
資産を識別した上でののれんの価値関連性に
言及した学術研究も確認すべきである。（フ
ランス）
　また、FASB参加者からは次の見解が示され
た。
・のれんは単独で譲渡することができず、のれ
ん単独で将来の便益の流入がないため、資産
の定義を満たすかどうかは疑問である。この
点、概念フレームワークにおいて、単独での
将来の便益の流入がないものは資産の定義を
満たさない旨を記述すべきである。
・のれんの減損テストは、購入したのれんと、
購入したのれんから生じる将来キャッシュ・
フローと自己創設のれんから生じる将来
キャッシュ・フローの合算とを比較すること
に問題がある。他方、のれんの償却に関して
は、利用者はのれんの償却費を無視している
点で有用な情報を提供しない。
・のれんの減損損失は遅行指標であり限られた
情報しか提供せず、他方、のれんの減損テス
トも償却もコストがかかることを踏まえれ
ば、取得日に一括償却（write off）をする選
択肢を排除すべきではない。
　FASB からの意見に対して、ASBJからは、
支払った対価が公正価値を表すのは会計の前提
であり、支払った対価に過大支払いや過大評価
があり資産の定義を満たさないという概念を導
入すると、のれんに限らず現在の会計全体の前
提を覆す議論になるという旨の意見を述べた。

3．国際公会計基準審議会からのアップデート
　IPSASB より、現在取り組んでいる公的セク

ターの財務報告に関する概念フレームワークの
開発状況について報告が行われた。
　IPSASB の概念フレームワーク・プロジェク
トは、次のとおり 4つのフェーズに分けて進め
られており、2014 年 6 月にすべての項目が最
終化されることが予定されている。

フェーズ 項　目 公表時期

フェーズ 1 目的及び質
的特性

2013 年最終化

フェーズ 2 構成要素と
認識

2012 年 11 月公開草案

フェーズ 3 測定 2012 年 11 月公開草案

フェーズ 4 表示 2013 年 4 月公開草案

　各フェーズの公表文書には、IASB の概念フ
レームワークとの比較も示されている。IP-
SASB の概念フレームワークは、基本的には
IASB と異なる立場を追求するものではない
が、その特徴として、構成要素の中に繰延イン
フロー（アウトフロー）6 が含まれていること、
測定においては、現在価値の測定基礎を、市場
価格、再調達原価、正味売却価格、使用価値な
どに分けて測定基礎の概念を明らかにしている
ことが挙げられる。
　IPSASB の説明に対して、参加者からは、
IPSASB の概念フレームワークと IASB の概念
フレームワークとの相違点について関心が示さ
れた。

4．概念フレームワーク
⑴　概念フレームワークの役割と目的
　ニュージーランド会計基準委員会（NZASB）
から、概念フレームワークの役割と目的に関す

6　繰延インフロー（アウトフロー）とは、非交換取引により生じた純資産の増加（減少）であって、将来の特
定期間に（他の）主体が使用するために提供されるサービス提供能力又は経済的便益の流入（流出）をいう。
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る発表が行われた。NZASB の概念フレーム
ワークの役割と目的に関する見解の概要は次の
とおりである。
・概念フレームワークは、会計の慣習、手法、
実務的便宜でなく、会計概念のフレームワー
クであるべきである。
・概念フレームワークは、基準レベルのプロ
ジェクトにおいて必要かもしれない（実際
的、政治的な）妥協を含むべきでなく、理念
的（aspirational）なものであるべきである。
・概念フレームワークからの離脱は稀である必
要はない。ただし、　概念フレームワークか
らの離脱は、注意深く考慮され、説明される
べきである。
　NZASB の説明に対して、ASBJからは、概
念フレームワークは随時改訂されるべきもので
あることを述べた上で、概念フレームワークか
らの離脱は必要な場合はあるものの、概念フ
レームワークへの信頼を維持するためにも最小
限にとどめるべきである旨の発言を行った。

⑵　財務業績計算書での表示と測定との関連
　FASB のリンズマイヤー理事より、概念フ
レームワークに関連して、「財務業績計算書に
おける表示の改訂モデル：測定に対して生じる
可能性のある含意」（以下「本ペーパー」とい
う。）が IFASS会議に提出され、説明が行われ
た。本ペーパーは、財務業績の報告モデルの改
訂を提案し、測定に対する影響の可能性を探る
ことを目的としたものであり、概要は次のとお
りである。
・現在の OCI と純損益の区別には一貫性はな
く、基準設定主体が政治的な理由で決定して
いるに過ぎない。
・投資家が特に着目しているのは一株当たり利
益（EPS）情報と非 GAAP 指標（当期純利
益から非反復的なものを除いたもの等）であ
り、営業利益及び包括利益について、それぞ

れ反復的なものと非反復的なものを表示する
ことが重要である。

・これまで、測定基礎の有用性は貸借対照表の
観点から検討されることが多かったが、企業
への将来キャッシュ・インフローの金額、時
期、不確実性の予測を促進する観点からは、
損益計算書の観点から検討することがより目
的適合的と考えられる。

・損益計算書の観点からは、公正価値情報の目
的適合性は未実現損益が意思決定に有用な情
報を提供するかによって判断され、当該判断
は資産や負債が満期前に売却又は移転される
可能性が高いか否かに依存する。

　リンズマイヤー理事の説明に対して、ASBJ
からは本ペーパーに対して次の発言を行った。
・本ペーパーでは、資産と負債の測定基礎につ
いて、特に、企業の財務業績の観点から決定
されるとしている点、未実現利益の認識が意
思決定有用となるか否かは、資産又は負債が
満期以前に売却される可能性に着目して評価
を行っている点について評価する。

・ただし、財務諸表利用者からは、公正価値の
ように貸借対照表において財務業績とは別の
測定基礎により表示することが求められる場
合があり、財務業績の観点から測定基礎を検
討するとともに、財政状態の観点からも測定
基礎を検討し、両者の差額を OCI として表
示することが必要となる場合があると考えら
れる。

・営業利益の有用性は、純損益の部分集合とし
て開示される場合に限られると考えられる。

　これに対して、リンズマイヤー理事から、貸
借対照表において公正価値測定が求められるが
財務業績の観点から公正価値測定が求められな
い場合は多くは生じないと考えられるが、それ
がどのような場合なのかを検討することは有用
である旨の発言があった。
　また、複数の参加者から、報告期間末日にお
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ける現在価値測定の有用性とその再測定による
差額を OCI に含めることをどのように考える
か質問があった。これに対して、リンズマイ
ヤー理事から、次の回答があった。
・利用者の財務報告への期待を考慮すると、資
産や負債が満期前に売却又は移転される可能
性が高くない場合に、たとえそれが金融資産
であっても、途中の現在価値の変動に関する
情報を提供する有用性は低い。
・再測定は反復、非反復の言い換えにすぎず、
再測定による差額は、反復、非反復のいずれ
かに分類される。
・OCI 項目に表示するからといって、報告期
間に経済的な影響がないとはいえず、現行の
純利益と OCI の分類を正当化することは非
常に困難である。

⑶　開示に関する取組み
　IASB は、報告企業の外部の利用者との財務
情報に関するコミュニケーションを改善してよ
り効率的にすることを目的として、開示に関す
る取組みのプロジェクトに着手している。今回
の IFASS 会議では、現在進行中のXBRL のタ
クソノミに関する公開草案、短期の取組みの 1
つである重要性、中期の取組みの 1 つである
IFRS における開示原則について説明がなされ
た。
　重要性及び IFRS における開示原則に関して
は、ブレークアウト・セッションでも論点とし
て取り上げられており、このセッションでは、
主にブレークアウト・セッションにおいて取り
上げられない現在進行中の XBRL のタクソノ
ミについて参加者間で議論が行われた。

5．ベスト・プラクティス・ステートメントの
更新

　IFASS 議長より「憲章　IASB と他の会計基
準設定主体」、「IFASS 憲章」の改訂草案が示

され、これに関する議論が行われた。今回の改
訂草案は、前回の IFASS 会議以降に各法域か
ら寄せられたコメントに基づき修正が行われた
もので、最終案として提示された。
　「憲章　IASB と他の会計基準設定主体」に
ついて会議に提示された文案は、前回会議で議
論された版と比較して、主に IASB と他の会計
基準設定主体の協力関係について修正が行われ
たほか、「IFASS 憲章」は、メンバーシップに
関する文言が削除すること等が行われている。
　会議中、議論を踏まえ、幾つかの点について
修正が合意されたが、IFASS 議長から修正文
案について IFASS 参加者に電子メールにて回
付の上、確認を求めることとされた。

6．IASBによる主要なアジェンダに関する近
況報告

　IASB による主要なアジェンダに関して、小
グループに分かれて議論を行うブレークアウ
ト・セッションが行われ、リース、金融商品、
開示に関する取組みの各プロジェクトについて
議論がされた。
　筆者が参加した金融商品のセッションでは、
IASB のディレクターから、IFRS 第 9 号を適
用するにあたっての経過措置や、分類及び測定
及び減損に関するIASBとFASBとのコンバー
ジェンスの状況について説明がされたほか、マ
クロヘッジ活動の会計に関するプロジェクトに
関して IASB における主な検討事項について説
明がされた上で、参加者との間で質疑応答が行
われた。特に、マクロヘッジ活動の会計に関す
るプロジェクトについて、特にパイプライン取
引の定義やその提案される会計処理について質
問がされた。

7．時事的な問題
⑴　割引率
　IAS 第 19 号「従業員給付」の年次改善
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（2012─2014 年サイクル）の公開草案では、IAS
第 19 号第 83 項に規定する優良社債に厚みのあ
る市場が存在するか否かの評価を、同一の通貨
を共有する複数の国から構成される地域市場
（例：ユーロ圏）において行う場合、この評価
を「各国レベル」で行うのではなく、「通貨レ
ベル」で評価すべきことが提案されている。こ
れについて、DRSCから、次の異なる 2つの考
え方が存在することが示された。
見解Ａ： 世界中の入手可能なすべての同一通貨

建ての優良社債を常に考慮して決定す
る。

見解Ｂ： 国内に優良社債の厚みのある市場がな
い場合のみに、世界中の同一通貨の優
良社債を考慮して決定する。

　この年次改善に対して、参加者からは、次の
ような懸念が示された。
・年次改善で提案されているが、この提案は実
務に大きな影響を与える可能性がある。（英
国、フランス）
・ある国（例えばジンバブエやブラジル）が他
国通貨建て（例えばドルやユーロ）の優良社
債の市場利回りを参照して割引率を決定して
いる場合、ある国の市場利回りと他国の市場
利回りが異なるはずだが、他国の市場利回り
を使用することが妥当か否か疑問である。
（英国、南アフリカ）
・複数の通貨による運用をしている場合には、
どの通貨の市場利回りを使用するのか疑問が
生じる。（南アフリカ）
　ASBJからは、おそらく IASB の意図は、見
解 Bであると考えるが、IASB の意図が明確に
なるよう少なくとも結論の背景へ趣旨の記載が
必要であるという旨の発言を行った。

⑵　IFRS 第 11 号「共同支配の取決め」適用
上の課題
　イタリア会計基準設定主体（OIC）は、前回

の IFASS 会議に引き続き、IFRS 第 11 号「共
同支配の取決め」に関する適用上の課題を説明
した。OIC は、IFRS 解釈指針委員会に寄せら
れた IFRS 第 11 号から生じる適用上の論点及
び IFRS 解釈指針委員会での検討状況などを説
明した後、新たに次の論点について問題提起を
行った。
①　負債に対する義務の性質
　共同支配の取決めの当事者が負債に対する一
次的な義務を有さない場合（例えば保証のみを
提供している場合）に、それのみで共同支配の
取決めを共同支配事業としては分類しない（す
なわち共同支配企業として分類する）と判断す
るのか、共同支配の取決めの当事者が資産に対
する権利を有するか否かさらなる検討が必要で
あるかが明らかではない。
②　共同支配の取決めを共同支配事業に分類す
るようストラクチャリングを行うことは可能
か

　IFRS 第 11 号 B31 項及び B32 項に従い「そ
の他の事実及び状況」を考慮する際に、IFRS
第 11 号では、会計単位として関連する契約を
検討する規定がなく、共同支配の取決めを共同
支配事業に分類するようストラクチャリングを
行うことが可能であると考えられる。
③　個別財務諸表における別個のビークルを通
じて組成された共同支配事業に対する持分の
会計処理

　IFRS 第 11 号では、別個のビークルを通じ
て組成された共同支配事業に対する持分を会計
処理する際に、共同支配事業者が個別財務諸表
において連結財務諸表と同じ方法に従うことを
要求している。OIC によると、7IASB が IAS
第 27 号を修正し、共同支配事業者の個別財務
諸表において、共同支配企業と同じ方法で会計
処理を行うこと（すなわち、取得原価又は公正
価値で）を認めるべきであると考えている7。
　OIC のこれらの問題提起に対して、カナダ
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から IFRS 第 11 号では望む結果を得るために
ストラクチャリングすることが可能である旨の
発言があった。

⑶　マクロヘッジ活動の会計処理
　オーストラリア会計基準委員会（AASB）よ
り、今後 IASB が公表を予定しているディス
カッション・ペーパー「マクロヘッジ活動の会
計処理」（DP）に関して、発表が行われた。発
表の概要は次のとおりである。
①　金融商品のオープンポートフォリオに関す
る会計で既知の問題
　ヘッジ対象の多くの資産は期限前償還オプ
ションを有するがヘッジ手段は期限前償還オプ
ションを有さない場合や、企業はネットポジ
ションでヘッジしている場合があり、このよう
な場合には、IAS 第 39 号「金融商品：認識及
び測定」のヘッジ会計の要件を満たさない場合
がある。
②　金融商品のオープンポートフォリオに関し
て利用可能な現行 IFRSの会計処理
　オーストラリアでは、IAS 第 39 号を適用し
ている場合には、公正価値マクロヘッジ（ポー
トフォリオの金利リスクに関する公正価値ヘッ
ジ）やキャッシュ・フロー・マクロヘッジ、公
正価値オプション、又はこれらの組合せが用い
られている。
③　DPに対する予備的コメント
　AASB は、IASB の DP（これまでの IASB
スタッフ・ペーパーに基づく）に対して、主に
次の予備的なコメントを有している。
・現行では、ヘッジ会計の適用が禁止される項
目がある（例えば、内部デリバティブ、資本
モデルブック、要求払預金）。適用範囲を広

げる場合には、現行のヘッジ会計の適用を禁
止する主張に対抗する根拠が必要である。

・再評価の対象となるのが、どのような「管理
されているリスク」が選択されるのか検討が
必要であり、適用が選択適用か否かを検討す
る必要がある。

　上記①②に関しては、カナダやドイツから、
多くの金融機関では、ヘッジ活動として将来
キャッシュ・フローをヘッジしており、IAS第
39 号上、マクロヘッジ活動の会計を適用して
いる企業は限られている旨の発言があった。
　上記③に関しては、参加者から主に次の見解
が示された。
・どのような情報を提供することによって有用
な情報が提供されるかを検討する必要があ
る。また、マクロヘッジ活動の会計がどのよ
うなリスクマネジメントの状況を表すのが目
的なのか、例外的な会計処理なのかを明らか
にする必要がある。（EFRAG）
・オープンポートフォリオという概念の導入に
より、ヘッジ手段の公正価値の変動状況によ
り、ヘッジ対象を増減させる誘因が働くと考
えられ、マクロヘッジ活動の会計が利益操作
に使用されることを懸念している。（FASB）
・マクロヘッジ活動の会計は実際には再評価モ
デルではなく、一部の金利の要素のみを再評
価しているモデルである。一部の要素のみの
再評価モデルが利用者に理解されるのかどう
かを懸念している。（英国）
　また、ASBJからは、次の発言を行った。
・一部の保険会社が、新たな保険契約の基準が
リスクマネジメントの状況を必ずしも反映し
ない部分があるとして、マクロヘッジ活動の
会計に興味を示している。本プロジェクトを

7　この点、EFRAG は、OIC の懸念に同意し、IASB に IAS 第 27 号を修正するよう要望書を提出している。
http://www.efrag.org/files/IFRS%2011%20Interpretation%20issues/Joint%20operations%20in%20SFS%20
of%20joint%20operator/IFRS_11_-_Accounting_for_Joint_Operations_in_Separate_FS_-_EFRAG_letter_to_
IASB.pdf
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進めるにあたっては、マクロヘッジ活動の会
計が、オープンポートフォリオについて目的
適合的な情報を提供することが目的なのか、
現行の会計基準と実際のリスクマネジメント
の状況とのギャップを埋めることが目的なの
かを明らかにすることが必要である。

⑷　国際競争入札の下での組込デリバティブの
分離
　インド勅許会計士協会（ICAI）より、国際
競争入札（ICB）の下で契約された金融商品で
はない主契約に組み込まれた外貨デリバティブ
を、IFRS 第 9 号「金融商品」B4．3．8項⒟に従
い、ICBの下での契約で使用される外貨が「売
買契約に通常使用されている通貨」の要件を常
に満たしており、外貨デリバティブを主契約か
ら分離することが求められないかについて問題
提起があった。
　これに対して、IASB のマッキントッシュ副
議長から、ICBを定義することが困難であると
考えられること、また、提示されている記載の
みで通常使用されている通貨といえるかどうか
判断がつきかねる旨の発言があった。

⑸　持分法：測定基礎なのか一行連結なのか？
　EFRAGより、2014年1月に簡潔検討（short 
discussion）シリーズとして公表した「持分
法：測定基礎なのか一行連結なのか？8」（コメ
ント期限：2014 年 5 月 15 日）の内容の説明が
行われた。
　EFRAG は、「持分法：測定基礎なのか一行
連結なのか？」の中で、持分法の歴史を整理し
た上で、持分法がどの程度、測定基礎なのか一
行連結なのか、又はそれらの混合なのかを検討
している。

　本資料では、持分法が、歴史的な背景とし
て、連結会計の開発が進む前に非連結の子会社
に適用されてきたことを踏まえると、一行連結
であったとしている。しかしながら、IFRS 第
3 号、IFRS 第 10 号、IFRS 第 11 号の開発にあ
たり、支配を排他的な概念として、報告企業の
範囲や、会計処理が決定されるようになったこ
と等を踏まえると、投資者は持分法が適用され
る関連会社や共同支配企業を支配していないた
め、概念的には、一行連結といえるかどうか議
論になるとしている。また、持分法は、投資先
の業績を描写するための基礎として、原価や公
正価値による測定よりも目的適合的な情報を提
供するとの見解もあるとされている。
　EFRAG の説明後、参加者からは、次のよう
な見解が示された。
・本資料に記載のとおり、持分法が子会社に適
用されてきた歴史的背景を踏まえると、現行
では持分法はもはや一行連結とは必ずしもい
えず、資産運用でもなく支配持分でもない中
間の層として、公正価値の代替値又は近似値
として使用されることに意義があるのではな
いか。（IFASS 議長）

・投資の測定として持分法の適用範囲を狭める
ことを試みてきたが、市場関係者は持分法を
完全に廃止することを望んでおらず重要な影
響力のある投資の測定として取扱うことを望
んでいる。（FASB）

　また、IASB のシニア・ディレクターから、
持分法の適用上の懸念に関しては短期プロジェ
クトとして可能な限り迅速に対処する旨の発言
があったが、英国からは、短期の修正が問題に
必ずしも対処していない旨の発言があった。

8　原文は以下を参照。http://www.efrag.org/files/EFRAG%20public%20letters/EFRAG%20SDS/SDS1_The_
Equity_Method/EFRAG_SDS1_The_Equity_Method.pdf
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8．地域グループからの報告
　地域グループから、主に次のような説明がさ
れた。

⑴　アジア・オセアニア会計基準設定主体グ
ループ（AOSSG）
・2014 年 11 月に議長と副議長が交代し、香港
が議長、韓国が副議長となった。任期は
2015 年 11 月までである。
・AOSSG の現在の取組みは、IASB からの公
開草案に対するコメント提出や IFRS の解釈
に関する取組みが多い。

⑵　欧州財務報告諮問グループ（EFRAG）
・IASB で現在審議されているプロジェクトと
は別に、自発的な活動を行っており、フィー
ドバック・ステートメントや Bulletin、リ
サーチペーパーなどを公表している。
・EU 委員ミシェル・バルニエ（Michel Barni-
er）氏のスペシャルアドバイザーであるフィ
リップ・メイスタット（Philippe Maystadt）
氏により提言された EFRAG の変革が現在
進行中である。

⑶　ラテンアメリカ会計基準設定主体グループ
（GLASS）
・IASB のプロジェクトに対応して作業グルー
プを設置しているほか、幾つかの論点につい
て研究グループを設置している。作業グルー
プは、IASB の公開草案等にコメントを提出
又は提出する予定である。

⑷　全アフリカ会計士連盟（PAFA）
・PAFA は、2014 年から毎年の 2 つの基準設
定主体/テクニカルフォーラムの運営を開始
する予定である。

9．メンバーによる新たなプロジェクト
⑴　キャッシュ・フロー計算書
　英国財務報告評議会（FRC）は、キャッ
シュ・フロー計算書の改善を目的としたリサー
チ活動を行っている。このリサーチ活動は、投
資家からの現行のキャッシュ・フロー計算書で
は欲しいと考える情報が表示されていない場合
があるとの懸念に対応するものであり、リサー
チ結果が IASB に提供される予定である。ただ
し、リサーチ活動は、現在、現行のキャッ
シュ・フロー計算書の課題を識別する予備的段
階にある。
　今回の IFASS 会議では、FRC が識別した主
に次のキャッシュ・フロー計算書の課題につい
て説明が行われた。
①　一体性（Cohesiveness）
　キャッシュ・フロー計算書の有用性は、他の
財務諸表との関連性が明確になることにより高
められ、その 1つの方法として、キャッシュ・
フロー計算書と他の財務諸表との関連を示す調
整表を作成することが考えられる。
②　キャッシュ・フロー計算書の目的
　従来より、キャッシュ・フロー計算書は、業
績の測定値を提供する（おそらく企業評価
（valuation）のためのインプットとして）た
め、又は、流動性や支払能力の評価のため、純
利益の質の評価のためなどに用いられていると
いわれているが、特に投資家が重要視している
利用方法を理解することが望まれる。
③　直接法と間接法
　企業は、直接法を用いて営業活動による
キャッシュ・フローを報告することが推奨され
るが、間接法も認められる。多くの利用者は直
接法により開示されることを望むが、作成者は
直接法によるコストが過大であると主張してい
る。
④　営業キャッシュ・フローと純利益の調整
　間接法によるキャッシュ・フロー計算書にお
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いて、損益計算書におけるどの項目（純損益か
営業利益等の小計）をスタートとするかに関し
て課題がある。
　FRC からの説明後、参加者からは、次のよ
うな見解が示された。
・キャッシュ・フロー計算書に関する詳細な表
示の規定及びその逸脱が許容されるかどうか
が不明瞭であることによりキャッシュ・フ
ロー計算書が本来持つ有用性が損なわれてい
ると考えられる。キャッシュ・フロー計算書
の有用性で重要な論点の 1 つとなり得るの
は、発生主義による財務業績の質を評価する
ために有用かどうかという点であり、利用者
の視点から、キャッシュ・フロー計算書の表
示を考えることが重要である。（FASB）
・利用者が EBIT や EBITDA などの非 GAAP
指標を用いて発生主義による財務業績の質を
評価しているのであれば、監査済みのキャッ
シュ・フロー計算書の表示の方法を再検討す
ることにより、非 GAAP 指標よりも有用と
なり得るのではないか。（IFASS 議長）
　ASBJからは、財務業績の評価という観点か
らは、キャッシュ・フロー計算書は、包括利益
計算書よりも重要性が低いと考えられ、キャッ
シュ・フロー計算書の一体性や直接法は、過去
の表示のプロジェクトにおいて市場関係者から
の強い反対にあったことを踏まえて議論を進め
た方が良いと考えられる旨の発言を行った。

⑵　年次報告の複雑性
　EFRAG は、2014 年 2 月に公表した Bulletin
「より良いフレームワークを目指して─複雑性
（Complexity）9」（コメント期限：2014 年 4 月
30 日）（以下「本Bulletin」という。）の内容を
説明した。

　本Bulletin では、複雑性を企業と利害関係者
の間の財務報告を通じた効果的なコミュニケー
ションを阻害するとともに、市場の非効率性を
創出し、資本の有効な配分の妨げになるものと
している。このため、可能な場合、複雑性を最
小化することが重要とした上で、複雑性を次の
2つに区分して議論している。
⑴　回避不能な複雑性…事業活動がより高度化
され、理解が困難になったことによるもの。

⑵　回避可能な複雑性…基準設定や規制、教
育、情報の送信が効果的でなかったために生
じるもの。

　本 Bulletin において、EFRAG、及びフラン
ス、英国並びにイタリアは、概念フレームワー
クの理解可能性、コスト便益の制約において、
複雑性に関する議論が含まれるべきとしている
が、ドイツは、現行の概念フレームワークにお
いて、IASB が複雑性の問題を扱うツールが既
に存在しているとしている。
　EFRAG の説明後、参加者からは、次のよう
な見解が示された。
・複雑性を減少させるのは重要であると考えて
おり、複雑性を概念フレームワークで取り扱
わず、収益認識の会計基準開発で得られた経
験を踏まえ、会計基準の草案においてどのよ
うに回避可能な複雑性を減少させることがで
きるかについての方針書を開発した。
（FASB）
・概念フレームワークの最後に、複雑性を含め
た適用に関する章を設けたらどうか。
（IFASS 議長）
　IASB のマッキントッシュ副議長から個人的
な意見として、複雑性はコストと便益に関係す
るに違いないが、複雑性は概念上の決定要因で
はないため、複雑性を概念フレームワークに記

9　原文は以下を参照。http://www.efrag.org/files/Conceptual%20Framework%202013/140210_CF_Bulletin_
Complexity.pdf
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載すると混乱の原因になると考える旨の発言が
あった。
　ASBJからは、次の発言を行った。
・会計基準設定主体が基準開発の際に複雑性を
評価するしくみが必要であると考えられる。
概念フレームワークへの記載の観点からは、
利用者が理解困難な複雑な基準により、利用
者に対するコストが生じる点を記載した方が
良いと考えられる。

⑶　資本提供者による情報の利用
　EFRAGは、2014年1月に簡潔な検討（short 
discussion）シリーズとして公表した「資本提
供者による情報の利用：基準設定に対する示
唆」の内容を説明した。
　本資料は、EFRAG 及びスコットランド勅許
会計士協会（ICAS）が行った　資本提供者に
よる情報の利用に関する学術文献のレビュー結
果を、EFRAG が基準設定主体への示唆として
とりまとめたものである。概要は次のとおりで
ある。
・財務諸表の情報がどのように利用されている
か裏付けが十分ではなく、どのような情報が
有用かはある程度、推察と信念に基づかなけ
ればならない。
・資本へのプロの投資者は、財政状態計算書よ
りも損益計算書（statement of profit or loss）
の情報に基づいて将来キャッシュ・フローの
予測を行っていることが多い。これが仮に、
利用者が、将来キャッシュ・フローを予測す
る際に、企業の資源及び請求に関する情報と

いうよりも過去の業績に関する情報を考慮に
入れているのであれば、基準設定主体は、損
益計算書を重視した方が良い。

・資本又は負債へのプロの資本提供者は、「持
続的な」又は「反復的な」利益を反映した情
報を求める傾向にある。

・純損益と OCI とを区分することは、投資者
の重点の置き方が異なるため、目的適合性が
ある。

・特定の資産に関しては、公正価値測定が原価
測定よりも望ましい。しかしながら、公正価
値が、観察不能なインプットを用いた評価技
法により測定されるのであれば、公正価値測
定は原価測定よりも望ましいとはいえない。

10．社会及び経済発展への会計基準の貢献：機
会と脅威

　シエラレオネの会計基準設定主体（CSAAG）
の委員長より、「社会及び経済発展への会計基
準の貢献：機会と脅威」と題した研究に関する
プレゼンテーションが行われた。このセッショ
ンでは、プロフェッショナルは競争への負担が
小さい価値や慣習を保つべきであり、道徳性を
もって会計基準を設定すべきである旨の発表が
行われた。

11．IFASS会議の運営について
　前回会議の評価結果が報告された後、2014
年の秋の IFASS 会議はロンドンで開催され、
また、2015 年春の IFASS 会議はヨルダンで開
催されることとされた。


